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詳細事例調査対象の国外PFS事業一覧 １／２
事例No 事業名称及び事業概要 国名 開始年 事業期間
医療・健康

１
Reconnections
孤立している高齢者の健康状態の改善及びそれによる医療費適正化を目指して、オー
ダーメイドの高齢者自身の活動プランを策定した上で孤立状態から脱却させ、長期に渡っ
て社会参加やつながりを維持できるよう支援。

イギリス 2015 ４年

２ The Blood Bank of Delmarva Young Blood Sustainability Project
若者の献血者増加と、輸血用血液の輸入依存度低下を目的に、献血車の台数を増加。 アメリカ 2017 ４年

３
Community Hypertension Prevention Initiative
生活の質の向上及び医療費適正化を目指して、高血圧前症の60歳以上の人を対象に
生活習慣改善プログラムを提供。

カナダ 2016 ２年

教育

４
HCT Independent Travel Training
特別支援を受ける児童の通学支援に要する行政コストを削減するとともに、生活の質の
向上を目指して、通学の支援を要する児童に自力で通学するための訓練を実施。

イギリス 2016 ７年

就労

５
Mental Health and Employment Partnership Social Impact Bond
医療費の適正化と将来の税収増を目指して、メンタルヘルスの問題（統合失調症、双極
性障害、重度のうつ病又は不安症等の精神疾患）を抱えて治療を受けている人に対して、
オーダーメイドの就労支援プログラムを提供。

イギリス 2016 ４年

６
Massachusetts Pathways to Economic Advancement
英語能力の低いグレーターボストン地域の住民の賃金格差等を是正することを目的として、
教育・就労支援プログラムを提供。

アメリカ 2017 ６年

７
Depaul UK Your Chance Social Impact Bond
ホームレスから脱却することで生活の質の向上、社会保障費の適正化、犯罪率の低下を
目指し、ホームレス状態の若者に定住、教育、就労等の支援を実施。

イギリス 2015 ３年

（出所）各種公表資料を基に作成



事例No 事業名称及び事業概要 国名 開始年 事業期間
再犯防止

８
Social Impact Bond at HMP Peterborough
１年未満の短期刑で出所した人の再犯防止と刑務所収容コストの削減を目指して、複
合的なサービスを提供。

イギリス 2010 ６年

９
NYC ABLE Project for Incarcerated Youth
出所後の再犯防止を目的として、ライカーズ島矯正施設に入所する未成年者にMoral
Reconation Therapy（※1）を提供。

アメリカ 2013 ３年

インフラ

10 DC Water Environmental Impact Bond
ワシントンDC 市内の流域水質改善を目的に、グリーンインフラ（※2）整備事業を実施。 アメリカ 2016 ６年

（出所）各種公表資料を基に作成

詳細事例調査対象の国外PFS事業一覧 ２／２

※1）道徳的再動機付け療法といい、「現実の受け取り方」や「ものの見方」といった認知に働きかけて精神的ストレスを軽減する治療法である認知行動
療法をベースにした、米国の刑務所で実施されている更生プログラム。
※2）自然環境が有する多様な機能を積極的に活用して、地域の魅力・居住環境の向上や防災・減災等の多様な効果を得ようとするもの。



（１）医療・健康分野 

事業名称：Reconnections  

事業概要：孤立している高齢者の健康状態の改善及びそれによる医療費適正化を目指し

て、オーダーメイドの高齢者自身の活動プランを策定した上で孤立状態から脱却させ、

長期に渡って社会参加やつながりを維持できるよう支援。 

 

●基本データ 

事業実施地域 英国ウスターシャー郡 

社会的課題及び 

その背景 

家族に先立たれ独居状態であったり、出歩かない等によって孤

立状態にある高齢者は、うつ病、認知症、脳卒中、心臓病等の

リスクが高い。また、病院の受診回数が多く、高齢者福祉施設

に入る可能性も高い。そのため、高齢者の孤立状態を防ぎ、医

療費の適正化を図ることが課題となっている。 

目指す成果 
孤立した高齢者の社会参加を促し、健康状態を改善することを

目指す。 

サービス対象者 

ウスターシャ―郡に住む R-UCLA 孤独感尺度 1が８～12 点又は

孤独感尺度が７点でかつリスク増加要因（１人暮らし、独身、

離婚、未婚、低所得）が５つ以上ある 50歳以上の人 689人 

事
業
関
係
者 

委託者 

Redditch & Bromsgrove CCG2 

South Worcestershire CCG 

ウスターシャー郡議会 

Wyre Forest CCG 

受託者 Reconnections Ltd.3 

サービス提供者 Reconnections Ltd、Age UK4 

資金提供者 

Care and Wellbeing Fund5 

Nesta Impact Investments6 

Age UK 

第三者評価機関 Ecorys7 

                             
1 UCLAが開発した孤独感の指標。被験者がアンケート形式の 20問の質問に答え、孤独感を点数化する。 
2 Clinical Commissioning Group の略。NHSによる医療サービスを受託する臨床委託グループ。地域医療

機関を取りまとめ、医療政策や予算権限を有する。 
3 政府や第 3セクター、金融機関と連携して社会問題に取り組む英国の非営利団体。 
4 英国の高齢者を支援する慈善団体。 
5 癌患者等を対象とし、健康と幸福を改善するためのコミュニティベースのサービスに資金提供を行う金

融機関。 
6 英国の高齢者、子供、コミュニティが直面する主要な課題への取り組みに資金提供を行う金融機関。 
7 欧州を中心に経済調査及びコンサルティングを行う英国の会社。 



ATQ Consultants8 

中間支援組織 Social Finance UK9 

サービス内容 

Reconnections Ltd は、各サービス対象者の状況に合わせて行

動計画を策定する。 

策定した行動計画に基づき、サービス対象者に「友人」（ボラン

ティア）を紹介する、類似の問題を抱えた人が集まる自助グル

ープに参加させる等を行い、サービス対象者が長期的に社会参

加でき、地域コミュニティとのつながりを維持できるように支

援する。 

成果指標 
・サービス提供開始から６カ月後の孤独感尺度改善度 

・サービス提供開始から 18カ月後の孤独感尺度改善度 

事業期間 

2015年５月～2020年１月（４年６カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：2015年７月～2020年１月 

評価時期：不明 

支払時期：不明 

契
約
金
額 

総額 2,000千ポンド 

最低支払額 なし 

成果報酬支払額 2,000千ポンド 

財政効果

の試算 

費目 医療費 

金額 不明 

事業者選定方法 
中間支援組織の選定に公募は実施していない。 

委託者が競争入札にてサービス提供者を選定。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

ウスターシャー郡では、親族に先立たれたことによる１人暮らし等、様々な理由により孤

立状態にある高齢者が約１万人いると推定されている。 

高齢者の孤立状態は、うつ病、認知症、脳卒中、心臓病等の様々な疾病を引き起こす危険

因子であり、医療費増加にもつながることから、委託者である Redditch & Bromsgrove CCG、

South Worcestershire CCG、ウスターシャー郡議会、Wyre Forest CCGは Social Finance 

UK と連携して、高齢者の孤立を防ぎ、医療費適正化を目指すために本 SIB 事業を実施する

こととした。 

                             
8 公共サービス提供の効率化等のサービスを提供する英国のコンサルティング会社。 
9 社会課題解決のために、資金調達戦略や分野横断的パートナーシップ構築を担う非営利組織。PFSでは

中間支援組織として参画することが多い。 



英国では、全国で高齢者の孤立予防プログラムを行うことが予定されており、本 SIB事業

は、成果の高いプログラムを把握するための実証事業という位置付けで行われている。 

イ 体制の詳細 

委託者である Redditch & Bromsgrove CCG、South Worcestershire CCG、ウスターシャー

郡議会、Wyre Forest CCGは、中間支援組織である Social Finance UK、サービス提供者で

ある Reconnections Ltd とそれぞれ契約を締結した。さらに、Social Finance UK は、

Reconnections Ltdと契約を締結した。また、Commissioning Better Outcomes Fund10を所

管する National Lottery Community Fund11は第三者評価機関 Ecorys、ATQ Consultants と

委託契約を締結した。 

Reconnections Ltdは、委託者である Redditch & Bromsgrove CCG、South Worcestershire 

CCG、ウスターシャー郡議会、Wyre Forest CCGとの契約締結を受けて、Care and Wellbeing 

Fund、Nesta Impact Investments、Age UK、Calouste Gulbenkian Foundation、The Centre 

for Social Action Innovation（以下「Care and Wellbeing Fund 等」という。）から資金

提供を受け、Age UKとともにサービスを提供する。 

なお、Calouste Gulbenkian Foundation及び The Centre for Social Action Innovation

は寄付による資金提供であり、これは、SIB立ち上げに必要な費用（導入可能性調査等）や

評価に要する費用に充当される。 

サービス提供完了後、第三者評価機関である Ecorys、ATQ Consultants が評価を行う。

評価結果に基づき、Commissioning Better Outcomes Fund の資金が委託者である Redditch 

& Bromsgrove CCG、South Worcestershire CCG、ウスターシャー郡議会、Wyre Forest CCG

に対して成果に応じて支払われる。委託者である Redditch & Bromsgrove CCG、South 

Worcestershire CCG、ウスターシャー郡議会、Wyre Forest CCGは、Commissioning Better 

Outcomes Fundの資金を用いて Reconnections Ltdに対して成果連動支払を行うとともに、

委託者である Redditch & Bromsgrove CCG、South Worcestershire CCG、ウスターシャー郡

議会、Wyre Forest CCGが負担する成果連動支払を行う。Reconnections Ltd はこれを受け

て Care and Wellbeing Fund 等に償還等を行う。 

 

 

 

 

 

 

                             
10 National Lottery Community Fundが所管するアウトカムファンド。アウトカムファンドとは地方政府

等が行う PFSの成果連動支払を行うための基金。詳細は本報告書「IV 国外の PFSにかかる支援制度の事

例調査」参照。 
11 英国で販売されている宝くじ「National Lottery」の収益の一部を運営資金として運営する公益団体。

休眠口座関連業務（休眠預金を調達して拠出する等）や、アウトカムファンドの運営も行う。 



 

 

図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

2013 年、Social Finance UK 及び委託者である Redditch & Bromsgrove CCG、South 

Worcestershire CCG、ウスターシャー郡議会、Wyre Forest CCGが共同で、高齢者の孤立状

態からの脱却を目指して、民間資金を活用したサービスの検討を開始した。 

具体的には、Social Finance UK及び Age UKが協力して可能性調査を実施した。 

2014年９月、Social Finance UK 及び委託者である Redditch & Bromsgrove CCG、South 

Worcestershire CCG、ウスターシャー郡議会、Wyre Forest CCGは検討結果を踏まえて、孤

立状態の高齢者に対して孤立状態からの脱却を目指す SIB 事業を実施することを決め、

Commissioning Better Outcomes Fundに応募した。 

2015年１月、委託者である Redditch & Bromsgrove CCG、South Worcestershire CCG、ウ

スターシャー郡議会、Wyre Forest CCG は、サービス提供者として Reconnections Ltd を競

争入札にて選定した。 

2015年５月、Redditch & Bromsgrove CCG、South Worcestershire CCG、ウスターシャー

郡議会、Wyre Forest CCGとサービス提供者である Reconnections Ltd間で契約が締結さ

れ、2015 年７月にサービス提供が開始された。また、同年 10月に、Commissioning Better 

Outcomes Fundの対象事業に選定された。 

  



図表 2 事業詳細スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

本事業の成果は、孤立状態にある高齢者が孤立から脱却することであるため、Social 

Finance UK 及び委託者である Redditch & Bromsgrove CCG、South Worcestershire CCG、

ウスターシャー郡議会、Wyre Forest CCGは、成果指標として「サービス提供開始から６

カ月後の孤独感尺度改善度」と「サービス提供開始から 18 カ月後の孤独感尺度改善度」

とした。 

Commissioning Better Outcomes Fundの意向により、短期の成果に基づく支払及び長

期の成果に基づく支払を行うことになったため、第三者評価機関である Ecorys、ATQ 

Consultants は、サービス提供開始から６カ月後及び 18 カ月後の孤独感尺度をそれぞれ

サービス提供前の数値と比較して評価する。 

 

 ② 評価方法 

第三者評価機関である Ecorys、ATQ Consultants は、事前事後比較法 12を用いて評価

を行う。 

具体的には、R-UCLA 孤独感尺度測定手法を活用し、サービス提供開始前に把握したサ

ービス対象者の孤独感尺度を事前値とし、サービス提供開始から６カ月後の孤独感尺度

及びサービス提供開始から 18カ月後の孤独感尺度を事後値として両者を比較して、改善

度を評価する。 

 

図表 3 R-UCLA 孤独感尺度 

設問 

選択肢 

決してな

い 

ほとんど

ない 

ときどき

ない 
常にある 

① 自分は周りの人たちの中になじんでい

ると感じますか 
１ ２ ３ ４ 

② 自分には人との付き合いがないと感じ

ることがありますか 
１ ２ ３ ４ 

③ 自分には頼れる人が誰もいないと感じ １ ２ ３ ４ 

                             
12 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

※具体的な時期は不明

導入可能性調査

契約締結
サービス提供

評価
成果連動支払

アウトカムファンド採択

庁内検討

アウトカムファンド応募

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年



設問 

選択肢 

決してな

い 

ほとんど

ない 

ときどき

ない 
常にある 

ることがありますか 

④ 自分はひとりぼっちだと感じることが

ありますか 
１ ２ ３ ４ 

⑤ 自分は友人や仲間のグループの一員だ

と感じることがありますか 
１ ２ ３ ４ 

⑥ 自分は周りの人たちと共通点が多いと

感じることがありますか 
１ ２ ３ ４ 

⑦ 自分は誰とも親しくしていないと感じ

ることはありますか 
１ ２ ３ ４ 

⑧ 自分の関心や考えは周りの人たちには

わからないと感じることがありますか 
１ ２ ３ ４ 

⑨ 自分を社交的で親しみやすいと感じま

すか 
１ ２ ３ ４ 

⑩ 自分には親しい人たちがいると感じま

すか 
１ ２ ３ ４ 

⑪ 自分は取り残されていると感じること

がありますか 
１ ２ ３ ４ 

⑫ 他人との関わりは意味がないと感じる

ことがありますか 
１ ２ ３ ４ 

⑬ 自分のことを本当によく知っている人

は誰もいないと感じることはあります

か 

１ ２ ３ ４ 

⑭ 自分は他の人たちから孤立していると

感じることはありますか 
１ ２ ３ ４ 

⑮ 希望すれば自分と気の合う仲間は見つ

かると感じますか 
１ ２ ３ ４ 

⑯ 自分を本当に理解している人がいると

感じますか 
１ ２ ３ ４ 

⑰ 自分は内気であると感じますか １ ２ ３ ４ 

⑱ 周りの人たちと一体感がもてないと感

じることがありますか 
１ ２ ３ ４ 

⑲ 話し相手がいると感じますか １ ２ ３ ４ 

⑳ 頼れる人がいると感じますか １ ２ ３ ４ 

※①、⑤、⑥、⑨、⑩、⑮、⑯、⑲、⑳は逆転項目（評定は１＝４、２＝３、３＝２、４＝

１に換算） 

（出所）高齢者における日本語版 UCLA孤独感尺度（第３版）の開発とその信頼性・妥当性の検討（日本地

域看護学会誌） 

  



オ 支払条件 

各サービス対象者の孤独感尺度について、事前値とサービス提供開始６カ月後及び 18カ

月後の事後値と比較して、数値が改善された場合に成果連動支払が行なわれる。 

なお、Commissioning Better Outcomes Fund は、成果連動支払総額の 12％を支払う。成

果連動支払総額の 88％は、サービス提供者かつ資金提供者の一者である Age UK及び委託者

である Redditch & Bromsgrove CCG、South Worcestershire CCG、ウスターシャー郡議会、

Wyre Forest CCG が支払う。 

 

図表 4 支払基準 

成果指標の支払基準 成果連動支払額 

サービス提供開始６カ月時点の孤独感度尺度の改善 460ポンド/人 

サービス提供開始 18 カ月時点の孤独感度尺度の改善 240ポンド/人 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である Social Finance UKは、立ち上げ期においては本 SIB事業の構想立

案、導入可能性調査を担っている。 

 

 

 

  



事業名称：The Blood Bank of Delmarva Young Blood Sustainability Project 

事業概要：若者の献血者増加と、輸血用血液の輸入依存度低下を目的に、献血車の台数

を増加。 

※本件は、地方政府が委託者となる SIB 事業ではなく、財団が委託者となり、SIB のスキ

ームで事業を実施したものである。 

 

●基本データ 

事業実施地域 米国デラウェア州 

社会的課題及び 

その背景 

若者（17～34歳）の献血者は、Blood Bank of Delmarva13 のド

ナーの 15％にすぎず、現状ではサービスエリア（具体的な範囲

は不明）外から輸入される血液（以下「輸入血液」という。）を

やむを得ず使用している。輸入血液の購入には費用がかかるこ

とから、若い世代の献血を促し輸入血液の使用割合を減らすこ

とが課題となっている。 

目指す成果 
17～34 歳の献血者数を増やすとともに、輸入血液の使用割合を

抑えることを目指す。 

サービス対象者 
デラウェア州のうち Blood Bank of Delmarva のサービスエリ

アに住む 17～34歳の者 

事
業
関
係
者 

委託者 Longwood Foundation14 

受託者 Blood Bank of Delmarva 

サービス提供者 Blood Bank of Delmarva 

資金提供者 
Delaware Community Foundation（以下、「DCF」という） Social 

Impact Fund 

第三者評価機関 New York Blood Center15 

中間支援組織 Social Finance US16 

サービス内容 

Blood Bank of Delmarva がそれまで所有していた献血車の台

数を増加（具体的な台数は不明）することで、献血所以外の場

所での献血の受付を拡充する。 

成果指標 

・17～34歳の献血者数 

・Blood Bank of Delmarva が保有する輸血用血液量のうち、

輸入血液量の占める割合（以下「輸入血液割合」という。） 

事業期間 2017年～2020年（約４年間） 

                             
13 アメリカのデルマーバ半島地区にある血液バンク。 
14 1937に年設された、主にデラウェア州の市民生活の質向上に投資をする財団。 
15 1964年に設立された、ニューヨーク市に本部を置く非営利の血液バンク。 
16 アメリカにおける社会課題解決のために、資金調達戦略や分野横断的なパートナーシップ構築等を担う

非営利組織。PFSでは中間支援組織として参画することが多い。 



【内訳】 

サービス提供期間：2018年～2020年（３年間） 

評価時期：2018 年～2020年の毎年いずれかの時期 

（詳細不明） 

支払時期：2017 年～2020年のいずれかの時期（詳細不明） 

契
約
金
額 

総額 500千ドル 

最低支払額 450千ドル 

成果連動支払額 50千ドル 

財政効果

の試算 

費目 輸入血液の購入費用の削減 

金額 非公表 

事業者選定方式 非公表 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

デラウェア州では若い献血者を確保することが難しく、特に 17～34歳のいわゆるミレニ

アル世代の献血者数は、現状の Blood Bank of Delmarva の献血者全体のうちわずか 15％

程度であった。さらに、これらの若者が献血所で献血する血液量は減少傾向であった。 

この課題について、献血車の台数を増やすことで若者の献血を促せる可能性を、Blood 

Bank of Delmarva は早くから認識していたが、献血車を追加で調達する費用が課題となっ

ていた。 

これに対し、2017年に DCF及び Discover Bank（以下「DCF等という。」） が DCF Social 

Impact Fund という基金を設立し、その基金を通じて、Blood Bank of Delmarva に資金提

供をすることで、献血車の台数を増やすこととなった。 

最終的な本事業の支払を担う役割は、1937 年の設立以来、主にデラウェア州の市民生活

の質向上に投資をしてきた Longwood Foundation が担うこととなった。 

 

イ 体制の詳細 

Longwood Foundation と Blood Bank of Delmarva は契約を締結した。 

Blood Bank of Delmarva は Longwood Foundation との契約締結後に、DCF等 から資金

提供を受けた。 

Blood Bank of Delmarva は DCF等から提供された資金を用いてサービスを提供する。 

サービス提供完了後、第三者評価機関である New York Blood Center が、成果指標の評

価を行う。 

Longwood Foundation は評価結果に基づき、支払基準に従って成果連動支払を Blood Bank 

of Delmarva に行う。Blood Bank of Delmarva はこれを原資として DCF等への償還等に充

てる。 



 

図表 5 事業体制 

 

  

ウ 事業スケジュール 

詳細なスケジュールは非公表だが、サービス提供が開始される前年の 2017年を準備時期

とし、DCF等から資金提供を受けた Blood Bank of Delmarvaが、サービス提供に必要な献

血車の追加調達等を行う。 

サービス提供期間は 2018年から 2020 年までの３年間である。 

 

図表 6 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は以下の２点である。 

 ・17～34 歳の献血者数 

 ・輸入血液割合 

なお、成果指標の設定に際しては中間支援組織である Social Finance US が中心とな

って、Longwood Foundation、DCF及び Blood Bank of Delmarvaと協議し決定した。 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

支払

2017年 2018年 2019年 2020年

事業準備（献血車調達等）
サービス提供

評価
※具体的な時期は不明



 

 ② 評価方法 

評価は New York Blood Center が事前事後比較法 17で行う。評価に使用する 17～34歳

の献血者数や輸入血液量といったデータは、Blood Bank of Delmarvaが登録しているア

メリカ食品医薬品局（FDA）のポータルサイトの記録を利用する。 

 

オ 支払条件 

詳細は非公表となっているが、成果連動支払の支払条件として、３年連続で 17～34歳の

献血者が毎年前年比で 500 人以上増加すること及び輸入血液割合を 2.5％未満にすること

が示されている。 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である Social Finance USは、本事業の成果指標や支払条件の設定にあた

り、Longwood Foundationや DCF 等、Blood Bank of Delmarvaとの協議の仲介役として合

意形成を行った。また、サービス提供期間には事業の進捗状況の確認を行うとともに、必要

に応じて Longwood Foundation等に対し助言を行う。 

 

  

                             
17 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 



事業名称：Community Hypertension Prevention Initiative  

事業概要：生活の質の向上及び医療費適正化を目指して、高血圧前症 18の 60歳以上の人

を対象に生活習慣改善プログラムを提供。 

 

●基本データ 

事業実施地域 カナダトロント市及びバンクーバー市 

社会的課題及び 

その背景 

高血圧前症の高齢者の約 50％が慢性的な高血圧症に進行する。

高血圧症は脳卒中や心臓発作を引き起こし、毎年多くの死者を

出している。また、脳卒中患者は入院日数が長く、医療費高騰

の一因として課題となっている。 

そこで高血圧前症の高齢者に対して生活習慣改善プログラム

を提供し、生活の質の向上、医療費適正化を目指す。 

目指す成果 
脳卒中や心臓発作の要因の１つである高血圧症を予防し、生活

の質の向上及び医療費適正化を目指す。 

サービス対象者 
トロント市及びバンクーバー市在住の 60 歳以上の高齢者で、

高血圧前症であるが血圧薬を服用していない人約 7,000人 

事
業
関
係
者 

委託者 カナダ公衆衛生局 

受託者 Heart and Stroke Foundation19 

サービス提供者 Heart and Stroke Foundation 

資金提供者 

Ian Cockwell and Andrew Cockwell20 

Guy M. Beaudin21 

Max Bell Foundation22 

Mindset Social Innovation Foundation23 

QBE Insurance Group24 

RBC Generator25 

TELUS Ventures26 

The Catherine Donnelly Foundation27 

                             
18最高血圧 120～139、または最低血圧 80～89の状態（米国高血圧合同委員会の第 7次ガイドラインよ

り） 
19 心臓病と脳卒中を予防するプログラムや研究、資金提供を行う財団。 
20 不明 
21 RHR Internationalのシニアパートナーで博士。 
22 公的サービスにつながる事業を中心に資金提供を行う財団。 
23 循環型経済を目指し、電子廃棄物削減と PFSを含むソーシャルファイナンス分野を中心に資金提供を行

う財団。 
24 オーストラリアの保険会社。北米、ヨーロッパでも展開。 
25 社会問題や環境問題に対して資金提供を行う投資ファンド。 
26 ベンチャーキャピタル。カナダ国内の社会課題解決型事業に対しても資金提供を行っている。 
27 成人向けの教育、環境への取組み、ホームレスからの脱却もしくはホームレスにならないようにする取

組み等に対して資金提供を行う財団。 



The J.W. McConnell Family Foundation28 

 第三者評価機関 
Social Research and Demonstration Corporation(以下「SRDC」

という。)29 

 中間支援組織 MaRS Centre for Impact Investing30 

サービス内容 

Heart and Stroke Foundationは、ヘルスコーチ（ボランティ

ア）を育成し、ヘルスコーチがサービス対象者に以下の生活習

慣プログラムを提供する。 

■生活習慣改善プログラムの内容 

ヘルスコーチは、ウォーキングクラブやクッキングクラブを開

催し、その中でサービス対象者に対して食事指導を行う。また、

オンラインで禁煙指導、食事療法の助言等を提供する。 

成果指標 

・血圧測定値を提出し、かつ生活習慣改善プログラムに登録・

参加した人数 

・生活習慣改善プログラム実施前と実施後（プログラム参加か

ら６カ月後）の血圧差（全参加者平均値） 

事業期間 

2016年 10月～2019年４月（２年５カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：2016年 10月～2018年 12月 

評価時期：2017 年４月～2019年４月 

※参加者は 2016年 10月から順次生活習慣改善プログラムを受

ける。各参加者は生活習慣改善プログラム参加前及び参加から

６カ月後に血圧を測定する。 

支払時期：不明 

契
約
金
額 

総額 約 4,850 千カナダドル 

最低支払額 

約 1,000 千カナダドル 

【内訳】 

不明 

成果連動支払額 

約 3,850 千カナダドル 

【内訳】 

不明 

財政効果

の試算 

費目 医療費 

金額 不明 

                             
28 持続可能な食品、健康、芸術文化、起業家育成、環境等の分野に対して資金提供を行う財団。ほかにも

イノベーションを生み出すための研究やプログラムの提供、基金も持っている。 
29 カナダ政府の大規模事業をはじめとして様々な事業の評価（効果的な介入の設計、開発、評価等）を行

う非営利研究機関。 
30 社会課題を官民連携で解決するための事業スキームの構築、起業家の育成、市場調査等を行う組織。 



事業者選定方法 
中間支援組織、サービス提供者の選定に公募は実施していな

い。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

カナダでは、４人に１人が心臓疾患や脳卒中で死亡しており、その危険因子の１つに高血

圧症がある。これに対して、サービス提供者である Heart and Stroke Foundation及び中

間支援組織である MaRS Centre for Impact Investing は、生活習慣を改善して高血圧を抑

制することで高血圧症を予防する高血圧前症の高齢者向けの生活習慣改善プログラムを開

発し、成果に応じて支払を行うという SIB を活用して当該プログラムを行うことをカナダ

公衆衛生局に提案した。 

カナダ公衆衛生局は提案を受け、当該プログラムによって成果がどの程度創出されるの

か検証するために、まず、オンタリオ州、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州にて

モデル事業を行い、成果が出ることを確認した。これを受けて、①成果の創出が見込まれる

プログラムであること、②予算は他の喫緊の課題対応のために優先的に配分され、「予防」

事業への配分は劣後にならざるを得ない中、SIBを用いることで成果創出後に予算が執行さ

れるため、喫緊の課題に予算を配分しつつ、予防事業にも予算を配分できること、③成果が

出た場合のみ支払を行うため、限られた財源を有効に活用できることを評価し、カナダ公衆

衛生局は、SIBを活用して当該プログラムを実施することとした。 

導入可能性調査は、カナダ公衆衛生局、Heart and Stroke Foundation、MaRS Centre for 

Impact Investingが協議を行いながら実施した。 

 

イ 体制の詳細 

カナダ公衆衛生局と Heart and Stroke Foundationが契約を締結した。また、Heart and 

Stroke Foundationは、中間支援組織の MaRS Centre for Impact Investing と契約を締結

した。 

Heart and Stroke Foundationはカナダ公衆衛生局との契約締結後、資金提供者である

Ian Cockwell and Andrew Cockwell、Guy M. Beaudin、Max Bell Foundation、Mindset 

Social Innovation Foundation、QBE Insurance Group、RBC Generator、TELUS Ventures、

The Catherine Donnelly Foundation、The J.W. MxConnell Family Foundation（以下「Ian 

Cockwell and Andrew Cockwell等」という。）から資金を調達し、サービス提供を行った。 

各参加者は生活習慣改善プログラムの参加前及び参加から６カ月後に血圧を測定し、そ

の結果をもとに第三者評価機関の SRDCが評価を行った。 

カナダ公衆衛生局は、評価結果に基づき、Heart and Stroke Foundation に成果連動支払

を行い、Heart and Stroke Foundationは成果連動支払を受けて、Ian Cockwell and Andrew 

Cockwell等に償還等した。 



図表 7 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

2013年より、サービス提供者である Heart and Stroke Foundation及び中間支援組織で

ある MaRS Centre for Impact Investingは、高血圧前症の高齢者向けの生活習慣改善プロ

グラムの開発（オンラインプラットフォーム開発、ボランティア募集、ボランティアの研修

プログラムの開発等）を開始した。その後、カナダ公衆衛生局に SIBを活用したプログラム

の実施を提案し、カナダ公衆衛生局、Heart and Stroke Foundation及び MaRS Centre for 

Impact Investingにてパイロット事業を行い、2016年 10月より SIB事業を開始した。 

各参加者は生活習慣改善プログラム開始前及び開始から６カ月後に血圧を測定し、第三

者評価機関である SRDCはその結果をもとに評価を行った。 

なお、カナダ公衆衛生局は、SIB を活用して当該本プログラムを３期間実施することを予

定しており、本 SIB 事業は、その１期目にあたる。２期目の SIB事業は 2019年１月に開始

している。また、３期目の SIB事業は 2020年前半に始まる予定である。 

 

図表 8 事業スケジュール 
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エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

高血圧前症は、健康、適度な運動、食事の改善、禁煙等によって改善が見込めることか

ら、本 SIB 事業の成果指標は「血圧測定値を提出し、かつ生活習慣改善プログラムに登

録・参加した人数」と「生活習慣改善プログラム実施前と実施後（プログラム参加から６

カ月後）の血圧差（全参加者平均値）」としている。 

 

 ② 評価方法 

評価は、マッチング法 31を用いる。 

SRDC は、参加者を対象者群として血圧の変化を把握し、この結果と対照群の結果と比

較して評価する。対照群の詳細は不明である。 

 

オ 支払条件 

カナダ公衆衛生局は、Ian Cockwell and Andrew Cockwellに対する保証と成果連動支払

額を負担する。 

Ian Cockwell and Andrew Cockwellは、カナダ公衆衛生局が約 1,000千カナダドルの保

証を行うことをもって資金提供を行う。 

成果指標「血圧測定値を提出し、プログラムに登録し参加する人数」に対する支払は、最

大 1,600 千カナダドルである。「全参加者のプログラム参加後（６カ月後）の血圧変化の平

均値」に対する支払は、最大 2,250千カナダドルである。 

 

図表 9 支払基準 

成果指標 成果連動支払額 

血圧測定値を提出し、かつ生活習慣改善プ

ログラムに登録・参加した人数 
1,600千カナダドル 

生活習慣改善プログラム実施前と実施後

（プログラム参加から６カ月後）の血圧差

（全参加者平均値） 

2,250千カナダドル 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である MaRS Centre for Impact Investingは、立ち上げ期にサービス提供

者である Heart and Stroke Foundation と連携したサービスを開発した上で、パイロット

事業を行った。また、カナダ公衆衛生局及び Heart and Stroke Foundationとともに SIB

に関する協議を行い、SIBスキームの構築を行った。  

                             
31 対象者群と可能な限り類似した対照群を設定し、両者を比較する方法。 



（２）教育分野 

事業名称：HCT Independent Travel Training  

事業概要：特別支援を受ける児童の通学支援に要する行政コストを削減するとともに、

生活の質の向上を目指して、通学の支援を要する児童に自力で通学するための訓練を実

施。 

 

●基本データ 

事業実施地域 英国ノーフォーク郡 

社会的課題及び 

その背景 

特別支援を受ける児童は、通学時に専用バス等による無料の通

学支援を受けているが、児童の中には訓練を受けることで、自

力で公共交通機関等を利用して通学できる児童がいる。通学支

援費用は行政が負担していることから、適正化（支援の必要性

が高い人にサービスを提供すること）が課題となっていた。ま

た、自力で移動できることで就労など将来の可能性が広がるこ

とから、児童の生活の質の向上の点でも課題となっている。 

目指す成果 

通学支援の必要な児童に対して自力通学の訓練を行い、自力で

移動するための知識やスキル、自信を養うことで、将来の就労

準備を行い、児童の生活の質の向上を目指す。また、通学支援

に要している行政コストの削減も目指す。 

サービス対象者 

ノーフォークに居住し、かつ Special Educational Needs 又は

Education, Health and Care Planを受ける７～13歳までの児

童 404人 

事
業
関
係
者 

委託者 ノーフォーク郡議会 

受託者 HCT Group32 

サービス提供者 HCT Group 

資金提供者 Bridges Fund Management33 

第三者評価機関 ATQ Consultans34、Ecory35  

中間支援組織 なし 

サービス内容 

HCT Groupは、通学支援を受ける児童が自力通学できることを

目指し、オーダーメイドの通学訓練を行う。 

具体的には各児童にパーソナルトレーナーがつき、児童の自信

を養い、かつ安全で楽しく通学できる方法を数週間に渡って指

                             
32 英国において輸送サービスとコミュニティサービスを提供する社会的企業。 
33 持続可能性に対する投資を専門とする金融機関。主に健康、福祉、教育、生活の 4つのテーマに対し投

資を行う。 
34 公共サービス提供の効率化等のサービスを提供する英国のコンサルティング会社。 
35 欧州を中心に経済調査及びコンサルティングを英国の行う会社。 



導する。 

成果指標 

・通学訓練を修了した人数 

・１学期間（６ヶ月間）自力通学を継続した人数 

・２学期間（１年間）自力通学を継続した人数 

事業期間 

2016年～2022年８月（約７年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：2017年７月～2022年８月 

評価時期：不明（サービス提供期間中に実施） 

支払時期：不明 

契
約
金
額 

総額 490千ポンド 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 490千ポンド 

財政効果

の試算 

費目 通学支援に要する費用 

金額 不明 

事業者選定方法 サービス提供者の選定に公募は実施していない。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

ノーフォーク郡議会とサービス提供者である HCT Group は、通学支援を受けている児童

が自力通学することで創出される、通学支援に要する費用の削減額の規模、当該削減額を創

出するのに必要なサービス内容、成果創出までにかかる期間について分析を行った。その結

果、ノーフォーク郡議会は、HCT Groupのサービス内容で成果が見込まれること、同サービ

スの提供による成果創出までの期間が妥当であること、行政コスト削減規模が一定程度見

込まれること等から、SIB事業として通学支援を行うことを決定した。  

そこで、ノーフォーク郡議会と HCT Groupは導入能性調査を開始した。 

実施体制、成果指標、支払条件、評価方法等をできるだけシンプルにしたいという HCT 

Groupの意向を受けて、ノーフォーク郡議会は、他の地方政府との連携はせずに委託者をノ

ーフォーク郡議会のみとし、また、資金提供者も Bridges Fund Management一者のみとし

た。また、成果指標は客観的で評価しやすいという観点から設定した。 

 

イ 体制の詳細 

ノーフォーク郡議会と HCT Group が契約を締結した。また、Commissioning Better 



Outcomes Fund36を所管する National Lottery Community Fund 37は、第三者評価機関であ

る ATQ Consultans、Ecorysと委託契約を締結した。 

これを受けて HCT Groupは Bridges Fund Managementより資金提供を受け、サービス提

供を開始した。 

サービス提供完了後、第三者評価機関の ATQ Consultans、Ecorysが評価を行う。 

National Lottery Community Fundとノーフォーク郡議会は、評価結果に応じて HCT Group

に成果連動支払を行う。HCT Groupはこれを受けて Bridges Fund Managementに償還等す

る。 

 

図表 10 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

2015年以前から、ノーフォーク郡議会と HCT Groupは、通学支援を受けている児童の通

学訓練及び SIBの活用について検討を行っていた。 

2015年９月、ノーフォーク郡議会と HCT Groupは、Commissioning Better Outcomes Fund

から約 10万ポンドの導入可能性調査の補助を受けた。 

2016年にノーフォーク郡議会と HCT Groupが契約を締結し、翌年 2017年７月にサービス

提供を開始した。 

評価はサービス提供期間中に行われる。 

  

                             
36 National Lottery Community Fundが所管するアウトカムファンド。アウトカムファンドとは地方政府

等が行う PFSの成果連動支払を行うための基金。詳細は本報告書「IV 国外の PFSにかかる支援制度の事

例調査」参照。 
37 英国で販売されている宝くじ「National Lottery」の収益の一部を運営資金として運営する公益団

体。休眠口座関連業務（休眠預金を調達して拠出する等）や、アウトカムファンドの運営も行う。 



 

図表 11 事業詳細スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

ノーフォーク郡議会と HCT Groupは、HCT Groupの意向により、「分かりやすい」とい

う観点から成果指標を設定した。具体的には、通学支援として提供されている専用バス等

の利用から自力通学に変更した児童数を評価することとし、「通学訓練を修了した人数」、

「１学期間（６カ月間）自力通学を継続した人数」、「２学期間（１年間）自力通学を継続

した人数」を成果指標とした。 

 

 ② 評価方法 

第三者評価機関である ATQ Consultans、Ecoryは、「通学訓練を修了した人数」、「１学

期間（６カ月間）自力通学を継続した人数」、「２学期間（１年間）自力通学を継続した人

数」をそれぞれ算定する。 

 

オ 支払条件 

Commissioning Better Outcomes Fund及びノーフォーク郡議会は、３つの成果指標の評

価結果に応じて成果連動支払を行う。 

 

図表 12 支払基準 

成果指標の支払基準 成果連動支払額 

通学訓練を修了した人数 不明 

１学期間（６カ月間）自力通学を継続した人数 不明 

２学期間（１年間）自力通学を継続した人数 不明 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織は設置していない。 
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（３）就労分野 

事業名称：Mental Health and Employment Partnership Social Impact Bond  

事業概要：医療費の適正化と将来の税収増を目指して、メンタルヘルスの問題（統合失

調症、双極性障害、重度のうつ病又は不安症等の精神疾患）を抱えて治療を受けている

人に対して、オーダーメイドの就労支援プログラムを提供。 

 

●基本データ 

事業実施地域 英国 

社会的課題及び 

その背景 

メンタルヘルスに問題を抱える人の 70～90％は就労意欲があ

るものの、実際に就労している人はそのうちの 37％、深刻なメ

ンタルヘルスの問題を抱えている人の就労に至っては就労意欲

のある人の７％にとどまる（2015 年時点）。そのため、メンタル

ヘルスに問題を抱える人の就労支援が課題となっている。 

目指す成果 
メンタルヘルスの問題を抱えた人が就労することにより、将来

の税収増を目指す。 

サービス対象者 
英国内のメンタルヘルスの問題を抱えながら就職活動を行って

いる人 2,500 人 

事
業
関
係
者 

委託者 

ロンドンハリンゲイ自治区 38 

スタッフォードシャー郡議会 

Tower Hamlets CCG39 

受託者 Mental Health and Employment Partnership 

サービス提供者 
Mental Health and Employment Partnership 

（Making Space40、Twining41、Working Well42） 

資金提供者 Big Issue Invest43 

第三者評価機関 
Social Outcomes Fund 44、Commissioning Better Outcomes 

Fund45の所管機関である内閣府、National Lottery Community 

                             
38 ロンドンにおける 32の主要な地方自治区域の１つ。各自治区に設置された評議会により運営される。 
39 Clinical Commissioning Group の略。NHSによる医療サービスを受託する臨床委託グループ。地域医療

機関を取りまとめ、医療政策や予算権限を有する。 
40 メンタルヘルスの改善、高齢者支援、就労等を支援する組織。 
41 不明 
42 企業のパフォーマンス向上のために、社員の健康やメンタルヘルスの改善、人間関係等の改善を行う組

織。 
43 ソーシャルビジネスや慈善活動に対して投融資を行う金融機関。 
44 内閣府が所管するアウトカムファンド。アウトカムファンドとは地方政府等が行う PFSの成果連動支払

を行うための基金。詳細は本報告書「IV 国外の PFSにかかる支援制度の事例調査」参照。 
45 National Lottery Community Fund が所管するアウトカムファンド。アウトカムファンドとは地方政府

等が行う PFSの成果連動支払を行うための基金。詳細は本報告書「IV 国外の PFSにかかる支援制度の事

例調査」参照。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3


Fund46から委託を受けた機関 

 中間支援組織 Social Finance UK47 

サービス内容 

Mental Health and Employment Partnershipは、サービス対象

者に対して、オーダーメイドの就労支援プログラム（Individual 

Placement and Support：以下「IPS」という。）を提供する。 

具体的にはメンタルヘルスの専門家と就労アドバイザーが連携

し、サービス対象者それぞれのニーズに合った就労支援を行う。

また、就職が決まった後も、就労の継続を目的として雇用者及

び被雇用者（サービス対象者）に支援を行う。 

成果指標 

・就労支援プログラムへの参加 

・週 16 時間未満の仕事に応募した 

・週 16 時間超の仕事に応募した 

・週 16 時間未満の仕事を続けている 

・週 16 時間超の仕事を続けている 

※サービス対象者ごとに上記成果指標を評価する。 

事業期間 

2016年１月～2019年（４年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：2016年４月～2019年 

評価時期：不明（サービス提供期間中に実施） 

支払時期：不明 

契
約
金
額 

総額 3,300千ポンド  

最低支払額 なし 

成果連動支払額 総額と同じ。 

財政効果

の試算 

費目 所得税収入 

金額 不明 

事業者選定方法 

委託者であるロンドンハリンゲイ自治区、スタッフォードシャ

ー郡議会、Tower Hamlets CCG が中間支援組織及びサービス提

供者を選定（選定方法は不明）。 

 

  

                             
46 英国で販売されている宝くじ「National Lottery」の収益の一部を運営資金として運営する公益団体。

休眠口座関連業務（休眠預金を調達して拠出する等）や、アウトカムファンドの運営も行う。 
47 社会課題解決のために、資金調達戦略や分野横断的パートナーシップ構築を担う非営利組織。PFSでは

中間支援組織として参画することが多い。 



●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

メンタルヘルスに問題を抱える人は、そうでない人に比べて就労支援を始めとした社会

福祉サービスを受けることができていないという問題を受けて、2014 年、中央政府及び地

方政府は、メンタルヘルスに問題を抱える人に対する社会福祉サービスの在り方について

議論を開始した。 

議論の結果、メンタルヘルスに問題を抱える人に対して、有効性の高い就労支援プログラ

ムを把握することを目的として、様々な就労支援プログラムと就労支援の因果関係に関す

るエビデンス等の調査が行われ、最終的に IPSが選ばれた。 

これを受けて 2015 年、中間支援組織である Social Finance UK が Mental Health and 

Employment Partnershipという特別目的会社（以下「SPC」という。）の設置を提案した。  

また、 Social Finance UK は Commissioning Better Outcomes Fund及び Social Outcomes 

Fund から成果連動支払を受けるために、ロンドンハリンゲイ自治区、スタッフォードシャ

ー郡議会、Tower Hamlets CCGとともに Commissioning Better Outcomes Fund 及び Social 

Outcomes Fund の申請窓口に申請し、同年、Commissioning Better Outcomes Fund 及び

Social Outcomes Fundの対象事業となることが決定した。 

 

イ 体制の詳細 

委託者であるロンドンハリンゲイ自治区、スタッフォードシャー郡議会、Tower Hamlets 

CCG は、サービス提供者である Mental Health and Employment Partnershipと契約を締結

した。 

また、Commissioning Better Outcomes Fund及び Social Outcomes Fundの所管である

National Lottery Community Fund、内閣府が第三者評価機関を担う機関と契約を締結した。 

Mental Health and Employment Partnership は、中間支援組織である Social Finance UK

とサービスの実質的な提供主体である Making Space、Twining、Working Well が、本 PFS事

業のサービス提供を行うことを目的として設立した SPCである。 

Mental Health and Employment Partnershipは契約締結を受けて、Big Issue Investか

ら資金提供を受け、サービスを提供した。 

サービス提供完了後第三者評価機関が評価を行った。 

評価結果に基づき、Commissioning Better Outcomes Fund及び Social Outcomes Fundは、

委託者である ロンドンハリンゲイ自治区、スタッフォードシャー郡議会、Tower Hamlets 

CCG に成果連動支払を行った。 

ロンドンハリンゲイ自治区、スタッフォードシャー郡議会、Tower Hamlets CCG は、

Commissioning Better Outcomes Fund及び Social Outcomes Fund から支払を受けた分も合

わせて、Mental Health and Employment Partnershipに成果連動支払を行った。 

Mental Health and Employment Partnershipはこれを原資とし、資金提供者である Big 



Issue Investに償還等を行った。 

 

図表 13 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

2014 年、中央政府及び地方政府は、メンタルヘルスに問題を抱える人に対する社会福祉

サービスの在り方及び IPSの提供に関する検討を開始した。 

2015年、中間支援組織として活動実績のある Social Finance UKは、サービス提供者と

して複数の事業者から構成される SPC「Mental Health and Employment Partnership」を設

立し、PFSにより事業を実施することを中央政府及び地方市府に提案し、ロンドンハリンゲ

イ自治区、スタッフォードシャー郡議会、Tower Hamlets CCGとともに Commissioning Better 

Outcomes Fund及び Social Outcomes Fundに応募した。 

同年、本 PFS 事業が Commissioning Better Outcomes Fund及び Social Outcomes Fundの

対象となることが決定した。 

2016年１月、ロンドンハリンゲイ自治区、スタッフォードシャー郡議会、Tower Hamlets 

CCG と Mental Health and Employment Partnershipが契約を締結し、サービス提供を開始

した。 

サービス提供は、2016年４月～2019 年であり、その間に評価を行った。 

 

 

 

 

 



図表 14 事業詳細スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

メンタルヘルスの問題を抱えている人は、そうでない人と比べて就職することが困難

であり、また、就職しても継続することが難しいとされる。この実態を踏まえて、成果指

標は「プログラムに参加する」、「週 16時間未満の仕事に応募する」、「週 16時間超の仕事

に応募する」、「週 16 時間未満の仕事を続ける」「週 16時間超の仕事を続ける」とし、サ

ービス対象者ごとに評価することとした。 

 

 ② 評価方法 

第三者評価機関は、Commissioning Better Outcomes Fund 及び Social Outcomes Fund

が委託した機関が担い、評価を行った。 

地方政府が保有するデータを活用して、成果指標に基づくサービス対象者の状況を把

握し、評価した。 

 

オ 支払条件 

本 PFS事業は、委託者であるロンドンハリンゲイ自治区、スタッフォードシャー郡議会、

Tower Hamlets CCG の財政的負担を軽減するため、費用の一部をサービス提供者である

Mental Health and Employment Partnership、資金提供者である Big Issue Investも負担

した。 

具体的には、成果指標①「プログラムに参加する」に基づく成果連動支払額のうち 70％

をロンドンハリンゲイ自治区、スタッフォードシャー郡議会、Tower Hamlets CCGが、10％

をアウトカムファンド（Commissioning Better Outcomes Fund及び Social Outcomes Fund）

が負担し、残りの 20％を Mental Health and Employment Partnership 及び Big Issue 

Invest が負担した。 

成果指標②～成果指標⑤に対する成果連動支払額は、アウトカムファンド

（Commissioning Better Outcomes Fund及び Social Outcomes Fund）が 100％負担した。 
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図表 15 支払基準 

成果指標の支払基準 成果連動支払額 

① プログラムに参加する 790-1,000ポンド/人 

② 週 16時間未満の仕事への応募 700ポンド/人 

③ 週 16時間超の仕事への応募 1,350ポンド/人 

④ 週 16時間未満の仕事を続ける 1,400ポンド/人 

⑤ 週 16時間超の仕事を続ける 1,650ポンド/人 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である Social Finance UKは、立ち上げ期は SPCである Mental Health and 

Employment Partnershipの設立、PFSスキーム構築等を行った。また、サービス提供期は、

サービスの実施状況を確認し、成果が達成できるよう進捗管理等を実施した。 

 

 

 

  



事業名称：Massachusetts Pathways to Economic Advancement 

事業概要：英語能力の低いグレーターボストン地域の住民の賃金格差等を是正すること

を目的として、教育・就労支援プログラムを提供。 

 

●基本データ 

事業実施地域 米国マサチューセッツ州 

社会的課題及び 

その背景 

マサチューセッツ州グレーターボストン地域の成人の住民は移民

と難民の割合が比較的高く、彼らのうち英語能力の低い者は失業

率が高く収入が低くなる傾向があるという課題がある。 

目指す成果 
本事業のサービス対象者が高等教育への進学を達成し、就労し、

より高い賃金を受け取れるようになることを目標とする。 

サービス対象者 
グレーターボストン地域在住で、英語能力が低いため英語学習に

取組みながら就労や進学を望む 2,000 人 

事
業
関
係
者 

委託者 マサチューセッツ州 

受託者 Social Finance US48 

サービス提供者 Jewish Vocational Service49 

資金提供者 

Prudential Financial Inc.50 

Maycomb Capital Community Outcomes Fund51 

Living Cities' Blended Catalyst Fund52 

Combined Jewish Philanthropies' Donor Advised Funds53 

ほか計 40の資金提供者から成る。 

第三者評価機関 Economic Mobility Corporation54 

中間支援組織 Social Finance US 

サービス内容 

就労支援や英語教育等の以下の４つのプログラムを提供する。 

１. Rapid Employment : 早急に就労したい成人の難民を主な対象

に、英語教育と就労プログラムを提供。 

２. English for Advancement : 再就職希望者や就職希望の学生

に対し英語教育と職業紹介サービスを提供。 

                             
48 アメリカにおける社会課題解決のために、資金調達戦略や分野横断的なパートナーシップ構築等を担

う非営利組織。PFSでは中間支援組織として参画することが多い。 
49 主に第二次大戦後のユダヤ人難民支援を目的に 1949年に設立した、健康増進や就労支援等のサービス

を提供する組織。 
50 生命保険を主業としたアメリカ合衆国に本社をおく世界最大級の金融サービス機関。 
51 民間資金を活用して地域課題解決を目指す事業に投資をする金融機関。 
52 都市問題を解決するための革新的事業に投資をする金融機関。 
53 慈善団体への寄付の仲介し、投資の合理化を図る金融機関。 
54 社会的弱者の就労を促すための教育・スキルアッププログラムの設計や評価を担う非営利組織。 



３. Skills Training : 医療やホスピタリティ分野の就業訓練と

資格取得支援、職業紹介サービスを提供。 

４. Bridges to College : 高等教育への進学を目指す人への、数

学、理科、英語の補習サービスを提供。 

成果指標 

所得増加額 

高等教育への進学成功人数 

プログラムへの参加人数 

事業期間 

2017年～2022年（６年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：2017年～2019年 

評価時期：2017 年～2022年 

支払時期：2017 年～2022年 

契
約
金
額 

総額 15,000 千ドル 

最低支払額 12,430 千ドル 

成果連動支払額 2,570千ドル 

財政効果

の試算 

費目 住民の所得増加に伴う税収増加 

金額 非公表 

事業者選定方法 
サービス提供者から委託者への提案を基に案件が形成されたが、

具体的な事業者選定プロセスは非公表となっている。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

マサチューセッツ州に英語能力の低い者が多く、これらの人は収入が低くなる傾向があ

ることから、教育・就労支援プログラムの提供等に取り組んでいる Jewish Vocational 

Service が、PFS を活用した事業をマサチューセッツ州に提案した。この提案が、成人の収

入増加による税収増を期待するマサチューセッツ州の関心と一致し、事業化に至った。 

 

イ 体制の詳細 

マサチューセッツ州と中間支援組織である Social Finance US が契約を締結し、これを

受けて Social Finance US はサービス提供者である Jewish Vocational Service と契約し

た。また、マサチューセッツ州は第三者評価機関である Economic Mobility Corporationと

契約を締結した。 

Social Finance US はマサチューセッツ州との契約締結後、Prudential Finance Inc. を

はじめとする 40 の資金提供者（以下「Prudential Financial Inc等」という。）から資金

提供を受けた。 

Jewish Vocational Service は Prudential Financial Inc 等から提供された資金を用い



てサービスを提供する。 

サービス提供完了後、第三者評価機関である Economic Mobility Corporation が成果指

標を評価方法に基づき評価を行う。 

マサチューセッツ州は評価結果に基づき、支払条件に基づいて成果連動支払を Social 

Finance US に行う。Social Finance US はこれを原資として Prudential Financial Inc

等への償還等を行う。 

なお、マサチューセッツ州の管理財務局が委託者として最終的な支払責任を負っている

一方で、労働雇用局と教育局は、成果を評価するための管理データ等の提供を担う。 

 

図表 16 事業体制 

 
 

ウ 事業スケジュール 

本事業は４つのプログラムに分かれるため、スケジュールはプログラムによって様々で

あり、各プログラムの詳細は非公表である。 

しかし、プログラムへの参加という指標は 2017年から評価しており、支払も同年から行

われていることから、Economic Mobility Corporationによる評価は６年間継続して行われ

ている。 

各プログラムの参加者は週に７～35 時間参加し、就業成功者はその後２年間のフォロー

アップを受けることができる。 

 

図表 17 事業スケジュール 
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最低支払
成果連動支払

サービス提供
評価

支払

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年



エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

所得増加額、高等教育への進学成功人数、プログラムへの参加人数という３つの成果指

標項目以外は、公表されていない。 

 

 ② 評価方法 

マサチューセッツ州の労働雇用局と教育局が、成果指標を評価するために必要な賃金

や就労状況等のデータを、Economic Mobility Corporation へ提供する以外の具体的な

評価方法は、公表されていない。 

 

オ 支払条件 

事業実施期間中の総事業費を 15,000千ドルと算出し、このうち、最低支払額を 12,430千

ドル、成果連動支払額の上限を 2,570 千ドルと設定しているが、詳細は、未公表である。 

 

カ 中間支援組織の役割 

Social Finance USはこれまでに、収入格差や健康格差の是正、再犯防止等の複雑な社会

的課題に取り組む官民パートナーシップを組成・管理してきた実績を持つ。これらの知見を

活用し、委託者であるマサチューセッツ州と契約を締結して本事業を事業開始前から支援

する。具体的には、事業開始前は評価指標やその評価方法の設定や支払条件等を Prudential 

Financial Inc等と協議するとともに、事業実施中は各プログラムの進捗等を確認する。 

  



事業名称：Depaul UK Your Chance Social Impact Bond 

事業概要：ホームレスから脱却することで生活の質の向上、社会保障費の適正化、犯罪

率の低下を目指し、ホームレス状態の若者に定住、教育、就労等の支援を実施。 

 

●基本データ 

事業実施地域 英国ロンドン（グリニッジ） 

社会的課題及び 

その背景 

ホームレスの約２割はアルコール・薬物乱用やメンタルヘルス

の問題を抱えており、また、約４割がニートである。ホームレ

スの中には若者も多く、ホームレスやニートではない同年代の

若者と比べて犯罪率や社会保障への依存が高い。ホームレス状

態の若者に自立支援を行うことで犯罪率を低下させ、社会保障

費の適正化を図ることが英国全体で喫緊の課題となっている。 

目指す成果 
ホームレス状態から脱却させ、本人の生活の質の向上、社会保

障費の適正化、犯罪率の低下等を目指す。 

サービス対象者 
ロンドンでホームレス法 55に定めるホームレス状態にある 18～

24歳の人 178人 

事
業
関
係
者 

委託者 住宅・コミュニティ・地方自治省 

受託者 Social Finance UK56 

サービス提供者 Depaul UK57 

資金提供者 

Big Issue Invest58 

Bridges Ventures59 

Montpelier Foundation60 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 Social Finance UK 

サービス内容 

Depaul UKは、各サービス対象者にサポートワーカーを配置す

る。 

サポートワーカーは、各サービス対象者にアセスメントを行

い、オーダーメイドの支援計画を策定した上で、サービス対象

                             
55 2002年制定。ホームレスを「占拠する法的権利を有し、アクセス可能かつ物理的に使用可能で、継続

して居住することが合理的である宿泊場所を有さない者」と定義している。 
56 社会課題解決のために、資金調達戦略や分野横断的パートナーシップ構築を担う非営利組織。PFSでは

中間支援組織として参画することが多い。 
57 ホームレス状態にある若者に対して、緊急宿泊施設の提供や、アウトリーチ、住宅確保等のサービスを

提供する慈善団体。 
58 ソーシャルビジネスや慈善活動に対して投融資を行う金融機関。 
59 健康、教育、水資源、エネルギー、気候変動等の分野において経済的価値と社会的価値を両立した投資

を行う投資ファンド。 
60 支援を必要とする人（主に職業訓練、小規模農家の支援等）に対して資金提供を行う財団。 



者に対して定住、教育、就労等の支援を提供する。 

成果指標 

・３、６、12、18カ月後のタイミングで定住施設に住んでいる。 

・全国職業資格（NVQ）もしくはそれと同等の資格を取得してい

る。 

・６～26 週間に渡るボランティアへの従事、パートタイム、フ

ルタイムの雇用がある。 

事業期間 

2015年１月～2017年 12月（２年 11カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：2015年１月～2017年 12月 

評価時期：2015 年９月、2016年９月、2017年９月～10月 

支払時期： 

・成果連動支払：2015年第３四半期～2017年第４四半期までの

各四半期末 

契
約
金
額 

総額 1,600千ポンド 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 1,600千ポンド 

財政効果

の試算 

費目 社会保障費 

金額 不明 

事業者選定方法 
中間支援組織の選定に公募は実施していない。 

中間支援組織が競争入札にてサービス提供者を選定。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

当時、イングランド地方には、薬物・アルコール乱用、メンタルヘルスの問題、家賃滞納

による立退歴がある等の複雑な問題を抱えたホームレスの若者（18～24 歳）が、約６万人

いることが把握されていた。 

英国の住宅・コミュニティ・地方自治省は、この事態を打開するために、ホームレス対策

を目的として Fair Chance Fundというアウトカムファンドを設置し、その資金を用いて７

つの SIB事業を実施することとした。本 SIB事業はこのうちの１つである。 

 

イ 体制の詳細 

住宅・コミュニティ・地方自治省と中間支援組織である Social Finance UK が契約を締結

し、Social Finance UKがサービス提供者である Depaul UKと契約を締結した。 

Social Finance UK は、住宅・コミュニティ・地方自治省との契約締結後、Big Issue 

Invest、Bridges Ventures、Montpelier Foundationから資金提供を受けて、Depaul UKが

その資金を活用してサービスを提供した。 



サービス提供完了後、住宅・コミュニティ・地方自治省は Fair Chance Fundの資金から

Social Finance UK に成果連動支払を行った。Social Finance UKは、Fair Chance Fundに

よる成果連動支払を原資として、Big Issue Invest、Bridges Ventures、Montpelier 

Foundationに償還等した。 

 

図表 18 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

住宅・コミュニティ・地方自治省は 2015 年以前から SIBを活用したホームレス対策の検

討を行い、2015 年１月より、SIB 事業を実施した。 

サービス提供は 2015 年１月～2017 年 12 月に実施し、評価は、2015 年９月、2016 年９

月、2017年９月に実施した。 

成果連動支払は、住宅・コミュニティ・地方自治省が成果指標ごとに行った評価結果を踏

まえて、住宅・コミュニティ・地方自治省が Social Finance UK に対して、Fair Chance 

Fundからの成果連動支払を用いて四半期ごとに成果連動支払を行った。 

なお、Fair Chance Fundの資金を用いて成果連動支払を行う他の６つの SIB事業も同様

のスケジュールで実施された。 

 

 

 

 

 

 

 



図表 19 事業詳細スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

住宅・コミュニティ・地方自治省は、Fair Chance Fund の資金を用いて成果連動支払

を行うにあたり、レートカード 61を設けている。レートカードは、ホームレスの若者の自

立を促すためには定住と就労が有効であるというエビデンスに基づき、「３、６、12、18

カ月後のタイミングで定住施設に住んでいる」、「全国職業資格（NVQ）もしくはそれと同

等の資格を取得している」、「６～26 週間に渡るボランティアへの従事、パートタイム、

フルタイムの雇用がある」等を成果指標としている。成果指標の一覧は下表のとおりであ

る。 

 

図表 20 成果指標一覧 

成果指標の詳細 

第１回アセスメント実施者数 

第２回アセスメント実施者数 

第３回アセスメント実施者数 

宿泊施設への入居 

宿泊施設への３カ月間連続での入居 

宿泊施設への６カ月間連続での入居 

宿泊施設への 12カ月間連続での入居 

宿泊施設への 18カ月間連続での入居 

就学又は職業訓練の開始 

45時間以上の学習指導と入門レベルの資格取得 

120時間以上の学習指導とレベル１の資格取得 

325時間以上の学習指導とレベル２の資格取得 

就業 

                             
61 成果指標と成果連動支払額を一覧化したもの。Fair Chance Fundの資金から成果連動支払を受ける場

合、レートカードに示される金額が成果に応じて支払われる。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

サービス提供
評価

成果連動支払

庁内検討
契約締結

2014年 2015年 2016年 2017年



成果指標の詳細 

13週間のパートタイム勤務 

26週間のパートタイム勤務 

13週間のフルタイム勤務 

26週間のフルタイム勤務 

６週間のボランティア 

13週間のボランティア 

20週間のボランティア 

26週間のボランティア 

 

 ② 評価方法 

評価は、Fair Chance Fundを所管する住宅・コミュニティ・地方自治省が委託者とし

て実施した。 

具体的には、サービス対象者及び関係者に対してインタビュー調査を行い、その結果を

評価した。 

 

オ 支払条件 

住宅・コミュニティ・地方自治省は Social Finance UK に対して、評価結果に応じて四

半期ごとに成果連動支払を行った。成果連動支払の資金は Fair Chance Fundの資金を活用

した。 

各成果指標の評価結果に応じた支払額は、前述のレートカードに基づき、以下のとおりで

ある。支払額の請求は各サービス対象者に対して一度のみであり、また、サービス対象者１

人あたりの支払額の上限は 17,000ポンドである。 

 

図表 21 支払基準 

成果指標の詳細 成果連動支払額（１人あたり） 

第１回アセスメント実施者数 500ポンド 

第２回アセスメント実施者数 500ポンド 

第３回アセスメント実施者数 200ポンド 

宿泊施設への入居 500ポンド 

宿泊施設への３カ月間連続での入居 1,500ポンド 

宿泊施設への６カ月間連続での入居 1,500ポンド 

宿泊施設への 12 カ月間連続での入居 1,500ポンド 

宿泊施設への 18 カ月間連続での入居 1,500ポンド 

就学又は職業訓練の開始 500ポンド 



成果指標の詳細 成果連動支払額（１人あたり） 

45時間以上の学習指導と入門レベルの資格取得 1,500ポンド 

120 時間以上の学習指導とレベル１の資格取得 2,500ポンド 

325 時間以上の学習指導とレベル２の資格取得 3,500ポンド 

就業 500ポンド 

13週間のパートタイム勤務 3,000ポンド 

26週間のパートタイム勤務 2,000ポンド 

13週間のフルタイム勤務 4,500ポンド 

26週間のフルタイム勤務 3,500ポンド 

６週間のボランティア 500ポンド 

13週間のボランティア 500ポンド 

20週間のボランティア 250ポンド 

26週間のボランティア 250ポンド 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である Social Finance UKは、立ち上げ期に導入現可能性調査を担当して

いる。また、受託者として住宅・コミュニティ・地方自治省と契約を締結し、サービス提供

者である Depaul UKとも契約を締結した。 

サービス提供期には、進捗管理を行った。 

 

 

 

 

  



（４）再犯防止 

事業名称：Social Impact Bond at HMP Peterborough 

事業概要：１年未満の短期刑で出所した人の再犯防止と刑務所収容コストの削減を目指

して、複合的なサービスを提供。 

 

●基本データ 

事業実施地域 英国 

社会的課題及び 

その背景 

英国では当時、収容期間１年未満の受刑者に対する出所後の支

援がないために再犯が多発し、治安の悪化、刑務所収容に要す

る費用の増加が課題となっていた。 

ピーターバラ刑務所でも同様に、収容期間１年未満で出所する

短期受刑者は、出所後、ホームレスや社会福祉サービスを受け

られない等の状態に陥る人が多く、結果的に再犯が多い状況で

あった。そのため、再犯を防ぎ、治安を改善し、増大する刑務

所収容コストを削減することが喫緊の課題となっていた。 

目指す成果 

収容期間１年未満のピーターバラ刑務所出所者に対して、出所

後に支援を行うことで再犯を防いで再犯率を下げるとともに、

刑務所収容コストの削減を目指す。 

サービス対象者 
ピーターバラ刑務所に短期間（１年未満）服役し、出所した 18

歳以上の男性 3,000人 

事
業
関
係
者 

委託者 
法務省 

Big Lottery Fund（現：National Lottery Community Fund）62 

受託者 Social Finance UK63 

サービス提供者 

The ONE Service 

（ St. Giles Trust 64 , Ormiston Children and Families 

Trust65, SOVA66, YMCA67から構成） 

資金提供者 Barrow Cadbury Charitable Trust68 

                             
62 英国で販売されている宝くじ「National Lottery」の収益の一部を運営資金として運営する公益団体。

休眠口座関連業務（休眠預金を調達して拠出する等）や、アウトカムファンドの運営も行う。 
63 社会課題解決のために、資金調達戦略や分野横断的パートナーシップ構築を担う非営利組織。PFSでは

中間支援組織として参画することが多い。 
64 貧困、依存症、失業等様々な障害を乗り越えるためのサポートを行う企業。 
65 犯罪をした親を持つ子供の支援、精神疾患を有する人の支援等を行う企業。 
66 イングランド及びウェールズで活動する慈善団体。犯罪、麻薬、失業、孤立等の状態にある人に対して

支援活動を行っている。 
67 あらゆる年代に対して、緊急宿泊施設の提供、家族関係の相談・支援、健康・福祉施設（プール、ホー

ル、ジム等）や健康プログラムの提供、教育（特に若者に対して提供）等を行う非営利組織。 
68 社会課題解決型の事業に資金を提供している団体。 



Esmée Fairbairn Foundation69 

Friends Provident Foundation70 

The Henry Smith Charity71 

Johansson Family Foundation72 

Lankelly Chase Foundation73 

The Monument Trust74 

Panahpur Charitable Trust75 

Paul Hamlyn Foundation76 

Tudor Trust77 

Rockefeller Foundation78 

Sainsbury’s Charitable Trust79 

J Paul Getty Charitable Trust80 

第三者評価機関 

University of Leicester81 

University of Greenwich82 

QinetiQ83 

中間支援組織 Social Finance UK 

サービス内容 

The ONE Serviceは、サービス対象者に対して、住宅支援、薬

物・アルコール中毒依存症治療、子育て支援、家族関係を良好

にするためのサービス対象者及び家族双方の支援、就業・就労

支援、メンタルヘルスに関する支援等、出所後の各サービス対

象者のニーズに対応したサービスを提供する。 

成果指標 再犯減少率 

事業期間 

2010年９月～2016年 12月（６年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：2010年９月～2015年６月 

                             
69 英国最大の財団の１つ。 
70 持続可能な地域経済の発展に資する取組に対して資金提供を行う財団。 
71 社会的及び経済的不利益を受ける人を支援するために資金提供を行う慈善団体。 
72 ボランティアや資金提供を行う財団。 
73 精神疾患、ホームレス、虐待、薬物乱用、貧困等を解決するために資金提供を行う財団。 
74 芸術活動、健康、犯罪からの立ち直りを支援するために資金提供を行う団体。 
75 貧困、飢餓、宗教活動等に対して資金提供を行う団体。 
76 芸術活動、芸術を通した教育等に対して資金提供を行う財団。 
77 地域ボランティアやコミュニティ活動に資金提供を行う団体。 
78 医療、健康、芸術など多分野の活動に資金提供を行う世界最大規模の財団。 
79 17の財団等（A＆BS Charitable Fund、The Ashden Trust等）の運営組織。 
80 教育、健康、貧困、飢餓、芸術、スポーツ等他分野で資金提供を行う団体。 
81 英国の国立大学。 
82 ロンドンにある公立大学。 
83 英国に所在する防衛分野のエンジニアリング企業。 



評価時期：2014 年 10月～2014 年 12月 

2016年 10月～2016年 12月 

支払時期：2016 年 12月 

契
約
金
額 

総額 8,000千ポンド 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 8,000千ポンド 

財政効果

の試算 

費目 刑務所収容コスト 

金額 不明 

事業者選定方法 
中間支援組織、サービス提供者の選定に公募は実施していな

い。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

2009 年当時の英国では、収容期間１年未満の受刑者の出所後の支援がなく、短期受刑者

の出所後の再犯が増加し、治安の悪化や刑務所収容に要する費用の増加が問題となってい

た。 

これを受けて英国法務省は、再犯防止のプログラムを検討し、成果が出た場合は将来的に

当該プログラムを英国全体で実施することを見据え、SIBを活用して再犯防止プログラムを

行うこととした。 

 

イ 体制の詳細 

法務省及び Big Lottery Fund と中間支援組織の Social Finance UKが契約を締結した。

その後、Social Finance UK及び The ONE Serviceが協定を締結した。 

The ONE Service は、本 SIB事業でサービス提供を行うことを目的とした特別目的会社

であり、St. Giles Trust、Ormiston Children and Families Trust、SOVA、YMCA等の事業

者から構成される。 

Social Finance UK は、法務省及び Big Lottery Fundとの契約締結を受けて、資金提供

者である Barrow Cadbury Charitable Trust、Esmée Fairbairn Foundation、Friends 

Provident Foundation、The Henry Smith Charity、Johansson Family Foundation、Lankelly 

Chase Foundation、The Monument Trust、Panahpur Charitable Trust、Paul Hamlyn 

Foundation、Tudor Trust、Rockefeller Foundation、Sainsbury’s Charitable Trust、J 

Paul Getty Charitable Trust（以下「Barrow Cadbury Charitable Trust等」という。）か

ら資金を調達し、The ONE Serviceはそれを用いてサービス提供を行った。 

サービス提供完了後、第三者評価機関である The University of Leicester、University 

of Greenwich、QinetiQが評価を行った。 

法務省及び Big Lottery Fundは、評価結果に基づき成果に応じて Social Finance UKに



成果連動支払を行った。 

Social Finance UK は法務省及び Big Lottery Fund からの成果連動支払を原資として、

Barrow Cadbury Charitable Trust等に償還等を行った。 

 

図表 22 事業体制 

 

ウ 詳細スケジュール 

2009年３月に中間支援組織の Social Finance UK、法務省及び Big Lottery Fund は、短

期受刑者の再犯防止における SIB の活用に関する議論を開始した。 

2010年３月、英国法務省及び Big Lottery Fundと Social Finance UKが SIBの契約を締

結した。 

サービス提供期間は、当初、2010 年９月から 2017 年までの７年間の予定であったが、

2013 年１月に、法務省が短期受刑者に対する出所後の社会復帰プログラム施策

（Transforming Rehabilitation）を英国全体で実施することを決定したため、本 SIB事業

は成果を評価することが困難となり（評価が困難となった理由は「エ．評価」参照）、2015

年６月に中止となった。 

法務省及び Big Lottery Fund と、Social Finance UKの間で締結した契約には、「法務省

は、サービス提供者、中間支援組織、資金提供者に対して、書面にて事業中止予定日の３カ

月前までに通知することにより、契約期間内でも契約解除が可能である」及び「委託者、サ

ービス提供者、中間支援組織、資金提供者、第三者評価機関のそれぞれの関係者に対して書

面にて同意を得れば、契約期間内でも契約解除が可能である」旨の条項があり、本 SIB事業

は、これに基づき中止が合意された。 

 



図表 23 事業詳細スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は再犯減少率である。 

 

 ② 評価方法 

評価はマッチング法 84を用いた。 

サービス対象者の出所後２年間を１コーホート（対象者群）とし、再犯頻度を把握する。

これを対照群と比較して、対象者群の再犯減少率を評価する。対照群には、対象者群と同

様の罪名、犯罪歴、性別、人種、年齢が選定された。 

2013 年１月、法務省は、犯罪の減少、被害者の減少、コミュニティの安全性向上を目

的とした刑務所出所者の社会復帰プログラム（Transforming Rehabilitation）を公表し

た。その主な内容は、服役期間１年未満の短期受刑者を含む英国全土の全出所者に対して

オーダーメイドの社会復帰プログラムを提供するというものであった。これにより、収容

期間１年未満の出所者を対象とする本 SIB 事業では対照群の設定が不可能となり、評価

が困難となったことから、中止となった。中止時点で、第三者評価機関である University 

of Leicester、University of Greenwich 及び QinetiQ が評価を行い、評価結果に応じ

て法務省及び Big Lottery Fund は Social Finance UKに対して成果連動支払を行った。 

 

オ 支払条件 

サービス対象者を 1,000人ずつからなる３つのコーホートに分類し、それぞれ評価した。 

サービス対象者 3,000 人の再犯率が 7.5％低下した場合、法務省及び Big Lottery Fund

は、成果連動支払を行う。３つのコーホートのいずれかの再犯減少率が対照群と比較して

10％以上低下した場合、法務省及び Big Lottery Fundは、早期に成果連動支払を行う。 

本 SIB事業は、前述のとおり、法務省の政策変更により、事業期間途中で中止となった。

中止にあたり、University of Leicester、University of Greenwich及び QinetiQが評価

を行ったところ、第１コーホートは成果連動支払基準を満たさなかった一方で、第２コーホ

ートは、基準を満たしたと評価された（中止により第３コーホートの評価はされなかった）。

そこで、University of Leicester、University of Greenwich及び QinetiQは、２つのコ

ーホートの加重平均をとり、結果として再犯率が９％減少したと評価し、よって支払基準を

                             
84 対象者群と可能な限り類似した対照群を設定し、両者を比較する方法。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012年

庁内検討
導入可能性調査

2016年

サービス提供
評価

成果連動支払

2014年 2015年2013年

契約締結

2009年 2010年 2011年



満たしたと判断した。 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である Social Finance UKは、立ち上げ期から、事業構想の検討、サービス

内容の設計、サービス提供者である The ONE Service の組成、SIBスキームの構築等を担っ

た。 

また、サービス提供期中は法務省及び Big Lottery Fundと契約を締結し、資金調達を行

い、進捗管理も行った。 

 

 

 

 

 

  



事業名称：NYC ABLE Project for Incarcerated Youth 

事業概要：出所後の再犯防止を目的として、ライカーズ島矯正施設に入所する未成年者

に Moral Reconation Therapy85を提供。 

 

●基本データ 

事業実施地域 米国ニューヨーク市 

社会的課題及び 

その背景 

ニューヨーク市では、市内にある矯正施設に入所する未成年

者（16 歳～18歳）の再犯率が高いという問題を抱えていた。

特にライカーズ島矯正施設に入所した未成年者の再犯率が高

く、出所した未成年者の約 50％が１年以内に再入所するとい

う状況であり、再犯率及び再入所率の低下が喫緊の課題とな

っていた。 

目指す成果 
ライカーズ島矯正施設に入所する未成年者の再犯率低下を目

指す。 

サービス対象者 
2013 年時点でライカーズ島矯正施設に入所する 16～18 歳

17,287 人 

事
業
関
係
者 

委託者 ニューヨーク市矯正局 

受託者 MDRC86 

サービス提供者 
Friends of Island Academy87 

The Osbourne Association88 

資金提供者 Goldman Sachs89、Bloomberg Philanthropies90 

第三者評価機関 Vera Institute of Justice91 

中間支援組織 MDRC92 

サービス内容 

Friends of Island Academy、The Osbourne Associationは、

ライカーズ島矯正施設に入所する 16～18 歳の人に対して、

Moral Reconation Therapy（以下「MRTプログラム」という。）

                             
85 道徳的再動機付け療法といい、「現実の受け取り方」や「ものの見方」といった認知に働きかけて精神

的ストレスを軽減する治療法である認知行動療法をベースにした、米国の刑務所で実施されている更生プ

ログラム。 
86 主に貧困問題や教育、社会政策の調査を行う非営利組織。 
87 ライカーズ島で若者に対して矯正プログラムを提供する組織。 
88 ニューヨーク市に拠点を置く、犯罪からの更生を目的に教育や就業支援プログラム等を提供する非営

利組織。 
89 アメリカの投資銀行。 
90 ニューヨーク市に拠点を置く、環境・公衆衛生・芸術・政治・教育の５分野を対象とする財団。 
91 不正な収監や人種差別、法執行機関の不正の解消を目的に活動する非営利組織。 
92 主に貧困問題や教育、社会政策の調査、政府が抱える問題に対する解決方法の開発や、当該サービスが

社会課題解決に資するものであるかについての評価を行う非営利組織。 



を提供する。 

具体的には、グループワークや宿題を用いて、グループごと

及び個人ごとにカウンセリングを行う。その上で、道徳的な

思考力やストレス耐性を習得する MRT プログラムを提供す

る。プログラムの期間は週１～２回、３～６カ月である。 

成果指標 再犯減少率 

事業期間 

2013年～2015年（３年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：2013年～2015年７月 

評価期間：2015 年７月 

支払時期：2015 年８月 

契
約
金
額 

総額 

16,500 千ドル 

【内訳】 

2015年８月：16,500 千ドル 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 総額と同じ。 

財政効果

の試算 

費目 矯正施設入所者の収容コスト 

金額 不明 

事業者選定方法 
中間支援組織の選定に公募は実施していない。 

中間支援組織が競争入札にてサービス提供者を選定。  

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

2010 年当時、ニューヨーク市では、白人系住民やアジア系住民に比べて、アフリカ系及

びラテン系の若者の貧困率や失業率が高く（貧困率 50％、失業率 60％）、かつ、殺人事件の

被害者と加害者の 90％以上をアフリカ系及びラテン系の若者が占めるという状況にあった。

そこで、2010 年２月、当時のニューヨーク市長であるブルームバーグ氏が、アフリカ系及

びラテン系若者の生活改善に最善を尽くすことを表明した。 

この表明により、2011 年８月、アフリカ系及びラテン系若者を支援する Youth Men’s 

Initiative（以下「YMI」という。）が始動し、教育、健康、雇用等といった犯罪者に対する

法律面での対応の改善等を目指す様々な事業が計画された。しかし、当初想定した以上に

YMI の対象者となる人数が多く、多額の費用が見込まれたため、ニューヨーク市は予算の効

率的な執行を目指し、英国で導入されている SIBを活用することとし、SIBを前提とした事

業スキームの検討を開始した。 

ライカーズ島矯正施設の入所者はその約 90％がアフリカ系及びラテン系の人であり、ま

た、約 50％が出所後１年以内に再入所する状況であったことから、ニューヨーク市矯正局



は、ライカーズ島矯正施設に入所する未成年者に対する再犯防止を目指すプログラムを検

討した。 

これを受け、ニューヨーク市長室は、ニューヨーク市矯正局とともに過去の再入所者のデ

ータを精査し、併せて予算管理局とも協議した。さらに、再犯防止を実現した場合の矯正施

設入所者の収容コスト削減額を試算した。このようなデータ精査、協議、矯正施設入所者の

収容コスト削減額等を総合的に踏まえて、ニューヨーク市長室はライカーズ島矯正施設に

おいて再犯防止を目指す SIB事業を実施することとした。 

 

イ 体制の詳細 

ニューヨーク市矯正局と中間支援組織である MDRCは契約を締結し、これを受けて MDRCは

サービス提供者である Friends of Island Academy及び The Osbourne Association と契約

した。 

MDRCは、ニューヨーク市矯正局との契約締結後、Goldman Sachsから融資を、Bloomberg 

Philanthropies から助成及び Goldman Sachs に対する保証を受けた。 Bloomberg 

Philanthropies による助成とは、サービス提供期の進捗管理に要する費用（実費、人件費）

に対する助成である。また、Bloomberg Philanthropiesによる保証とは、Goldman Sachsの

融資に対する保証である。仮に、Friends of Island Academy 及び The Osbourne Association

が成果を達成できず、ニューヨーク市矯正局から成果連動支払が無い場合、Bloomberg 

Philanthropies は Goldman Sachsに対して最大 7,200千ドルの保証を付した。 

Friends of Island Academy及び The Osbourne Associationは、Goldman Sachs 及び

Bloomberg Philanthropies（以下「Goldman Sachs等」という。）から提供された資金を用

いてサービスを提供した。 

サービス提供完了後、第三者評価機関である Vera Institute of Justiceが成果指標の

評価を行った。 

ニューヨーク市矯正局は、評価結果に基づき、支払基準を満たした場合は、成果連動支払

を MDRCに行う。MDRC は、これを原資として Goldman Sachs等への償還等を行う。 

  



図表 24 事業体制 

 

ウ 事業スケジュール 

本 SIB 事業は、2011 年からニューヨーク市長室及びニューヨーク矯正局にて検討を開始

し、2012年に計画が公表された。 

事業期間は、2013 年から 2016 年までの４年間を予定していたが、2015 年７月、Vera 

Institute of Justice が中間評価を行った結果、成果指標である再犯減少率の値が Goldman 

Sachsの想定より小さく、さらに、本サービス内容と再犯率減少の間に統計学的有意性が認

められなかったことから、資金提供者である Goldman Sachs の判断によりサービスが中止

された。 

 

図表 25 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は、再犯減少率である。 

ニューヨーク市長室、ニューヨーク市矯正局、予算管理局は、ライカーズ島矯正施設に

費やされている多額の支出を削減するには、延べ収容者数を減らす必要があると判断し、

そのためには入所者数とともに、収容日数を減らすことが求められた。そのため、再犯減

少率は、サービス対象者のうち出所後 12カ月間で再犯して再入所した人の延日数（再入

所者数×再入所日数）を算出し、これを対照群の同延日数と比較して、サービス対象者群

の延日数の減少率を算定し評価する（詳細は「②評価方法」参照）。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

評価
成果連動支払

ニューヨーク市長表明

本SIB計画発表

2015年

YMI開始

サービス提供
※具体的な時期は不明



 ② 評価方法 

評価は第三者評価機関である Vera Institute of Justiceが評価を行う。 

当初はランダム化比較試験 93を用いた評価を予定していたが、マッチング法 94で行うこ

ととした。その理由としては、本 SIB事業のサービス対象者である 16～18歳のライカー

ズ島矯正施設の入所者は、市内の複数の矯正施設の間を頻繁に移動するため、サービス対

象者群と対照群の個人を特定することが困難であったためである。対照群はサービス対

象者群と同様の罪名、犯罪歴、性別、年齢が選定された。 

ニューヨーク市長室、ニューヨーク市矯正局、予算管理局は、ライカーズ島矯正施設の

運営で発生する多額の費用を削減するには、入所者数と併せて入所日数の減少も必要で

あるとし、再犯減少率を以下の方法で算定することとした。初めに、サービス対象者群の

うち出所後 12 カ月間で再犯して再入所した人の延日数（再入所者数×再入所日数）（=a

とする）を算出する。次に、対照群の同延日数（=bとする）と比較して、サービス対象者

群の延日数の減少率を以下のとおり算定し評価する。（再犯減少率 (％) = { １―( a/ 

b ) } ×100） 

 

オ 支払条件 

支払額は再犯減少率に応じて設定されている。 

中間評価の結果、再犯減少率が９％と評価された。また、評価の結果、本サービス内容と

再犯減少率の間に統計的有意差が認められなかった。 

再犯減少率９％は Goldman Sachs の想定より小さいこと（想定 10％）、本サービス内容と

再犯減少率の間に統計的有意差が認められなかったことを理由に、Goldman Sachsは本 SIB

事業から撤退する決定をした。その結果、2015 年５月に本 SIB 事業は中止となり、ニュー

ヨーク市矯正局は成果連動支払を行わなかった。一方、Bloomberg Philanthropies は

Goldman Sachsに 600 万ドルの保証を行った。 

図表 26 支払基準 

再犯減少率 成果連動支払額 

20.0％以上 11,712 千ドル 

16.0％以上 20.0％未満 10,944 千ドル 

13.0％以上 16.0％未満 10,368 千ドル 

12,5％以上 13.0％未満 10,272 千ドル 

12.0％以上 12.5％未満 10,176 千ドル 

11.0％以上 12.0％未満 10,080 千ドル 

10.0％以上 11.0％未満 9,600千ドル 

8.5％以上 10.0％未満 4,800千ドル 

                             
93 介入群とコントロール群（サービス提供しない群）に無作為に割付け、両者を比較する方法。 
94 対象者群と可能な限り類似した対照群を設定し、両者を比較する方法。 



 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である MDRCは、非営利組織として、主に貧困問題や教育、社会政策の調査

を行っている。また、政府が抱える問題に対する解決方法の開発や、当該サービスが社会課

題解決に資するものであるかについての評価も行っている。本 SIB事業においては、第三者

評価機関ではなく、初めて中間支援組織として参画した。 

MDRCは、立ち上げ期には、資金調達に必要な契約書の作成、サービス提供者の選定、MDRC

と Friends of Island Academy及び The Osbourne Association間の契約書の作成等を行っ

た。 

サービス提供期には、MDRC は、サービス提供の進捗状況のモニタリング、サービス提供

期間中に発生する様々な問題への対応を行った。 

 

 

 

  



（５）インフラ分野 

事業名称：DC Water Environmental Impact Bond 

事業概要：ワシントン DC 市内の流域水質改善を目的に、グリーンインフラ 95整備事業を

実施。 

※本件は民間への成果連動型委託を伴わず、債権発行においてインパクトと償還額を連動

させた事例のため、成果連動型民間委託そのものではない。インフラ分野における成果連

動という点で、参考として紹介する。 

 

●基本データ 

事業実施地域 米国ワシントン DC 

社会的課題及び 

その背景 

ワシントン DC は雨水と汚水を同じ管路で排水する合流式下水道

が多い。それによって下水道に雨水が大量に流入すると、汚水を

含む排水が処理されずに河川に直接流出する（オーバーフローと

いう。）ため、河川の水質悪化を引き起こすということが課題とな

っている。 

目指す成果 
合流式下水道のオーバーフローの発生率と発生量を減らすこと

で、河川の水質を改善することを目指す。 

サービス対象者 － 

事
業
関
係
者 

委託者 ワシントン DC上下水道局（以下「DC Water」という。） 

受託者 
－ 

※債権発行のみで事業実施は DC Waterが実施しているため。 

サービス提供者 － 

資金提供者 Goldman Sachs96、Calvert Foundation97 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 Quantified Ventures98 

サービス内容 
透水性のグリーンインフラを整備することで、雨水の下水道への

流入を軽減する。 

成果指標 雨水の下水道への流入抑制率 

事業期間 

2016年～2021年（約６年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：2016年～2020年（4.5年間） 

                             
95 自然環境が有する多様な機能を積極的に活用して、地域の魅力・居住環境の向上や防災・減災等の多様

な効果を得ようとするもの。 
96 アメリカの投資銀行。 
97 1988年に設立した、約 80カ国において宅地開発や農業開発等のさまざまな分野で活動する財団。 
98 健康、社会、環境の分野においてインパクトを創出するプロジェクトのためのコンサルティングや事業

設計、投資を行う企業。 



評価時期：2021 年 

支払時期：非公表 

契
約
金
額 

総額 29,160千ドル 

最低支払額 25,860 千ドル 

成果連動支払額 3,300千ドル 

財政効果

の試算 

費目 排水を回収するためのトンネルシステムの建設費の削減 

金額 非公開 

事業者選定方法 中間支援組織の選定に公募は実施していない。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

DC Water が管轄する下水道の流域では、合流式下水道により、年間 20億ガロンもの排

水（汚水）がチェサピーク湾流域に流出していた。当初 DC Water は合流式下水道からのチ

ェサピーク湾流域に流出する排水を回収するためのトンネルシステムを計画、設計してい

た。しかし近年、雨水浸透緑地帯や透水性舗装、グリーンルーフ、レインバレル（雨水タン

ク）といったグリーンインフラの有効性が着目されていることから、DC Water は、グリー

ンインフラを整備することに方針を変更するとともに、必要な資金調達においてインパク

トボンドを活用することにした。 

環境に関するインフラの整備において成果に連動した債権を発行するのは、米国におい

て本事業が初めてとなる。 

 

イ 体制の詳細 

Goldman Sachs 及び Calvert Foundation は、DC Waterがグリーンインフラ整備のために

発行するインパクトボンドを購入することで資金を提供した。仮に、成果を達成できない場

合、Goldman Sachs と Calvert Foundation は DC Water から元本相当分を受け取った上

で、3,300千ドルをリスク分担金として DC Water に対して返金するリスクを負う（詳細は

「オ 支払条件」に記載）。また、Goldman Sachs と Calvert Foundationは、独自にエンジ

ニアリング会社を選定し、成果指標である雨水の下水道への流入抑制率の計測方法や評価

結果の確認等を委託している。DC Waterは、インパクトボンド発行により得た資金を用い

て、グリーンインフラの整備を実施する。 

グリーンインフラの整備完了後、DC Water が成果指標を評価方法に基づき評価する。 

DC Water は評価結果に基づき、支払基準に従って Goldman Sachs 及び Calvert 

Foundationへ償還等を行う。 

Quantified Ventures は中間支援組織として、DC Waterからの委託を受け、事業全体の

仕組みの構築や事業管理を担う。 

 



 

図表 27 事業体制 

 

  

ウ 事業スケジュール 

詳細なスケジュールは公開されていないが、当該流域の水質悪化に関してかねてより地

域住民から DC Water に対し改善が要望されていた。 

2016年に Goldman Sachs及び Calvert Foundation が資金提供者として参入することが

決定したことをきっかけに事業が開始され、2020 年までの４年６カ月間でサービスを提供

する。その後 2021年の１年間で評価を行う。 

 

図表 28 事業スケジュール 

 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

支払

サービス提供
評価

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年



エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

グリーンインフラの整備による成果に連動して支払う仕組みとするために、DC Water 

は、透水性のグリーンインフラを整備するというアウトプットではなく、下水道への雨水

流入抑制率というアウトカムを評価する。 

 

 ② 評価方法 

下記の３段階でグリーンインフラによる雨水流入抑制率を評価する。 

  ⅰ 事業関係者 がグリーンインフラ整備前における雨水流入量（＝aとする）を測定す

る。 

ⅱ事業関係者が、雨水流入測定範囲を検討し決定する。 

ⅲ グリーンインフラ整備後の雨水流入量（=bとする）を DC Water が測定の上、雨水

流入の抑制率を以下のとおり評価する。 

   雨水流入抑制率 (％) = { 1 – ( b/a ) } ×100 

 

オ 支払条件 

支払は最低支払と成果連動支払からなる。 

雨水流入の抑制率が 41.3％を超える場合は、DC Waterは成果連動支払額として、Goldman 

Sachs 及び Calvert Foundationに 3,300千ドルを支払う。 

雨水流入の抑制率が 18.6％以上 41.3％以下の場合は成果連動支払がない（最低支払額

（25,000千ドル）のみ）。 

反対に雨水流入の抑制率が 18.6％を下回る場合は、最低支払額が、DC Waterから Goldman 

Sachs 及び Calvert Foundation に支払われるものの、Goldman Sachs 及び Calvert 

Foundationは、DC Waterに対しリスク分担金という名目で 3,300千ドルを支払う。 

 

図表 29 支払基準 

雨水流入量抑制率 成果連動支払額 

41.3％より大 3,300千ドル 

18.6％以上 41.3％以下 成果連動支払なし 

最低支払（25,000千

ドル）のみ 

18.6％未満 ▲3,300 千ドル 

 

  



カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である Quantified Ventures は、DC Water から委託を受け、事業の成果を

債権の償還額に連動させることで債権購入者である Goldman Sachs 及び Calvert 

Foundationとリスクを共有する仕組みの構築や、全体の調整を実施した。 
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